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貯金保険機構中期業務目標 

（平成２５～２７年度） 

                                    施行 平成２５年４月１日 

 

 

１．貯金保険制度と貯金保険機構の使命 

（１） 貯金保険制度は、農水産業協同組合（以下「組合」という。）が、貯金等の払戻しを停

止した場合に必要な保険金の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難組合に

関し、合併等に対する資金援助、管理人による管理、金融危機に対応するための措置

等を行う制度である。 

 

（２） 貯金保険機構は、同制度の運営主体として、貯金保険法に基づき昭和４８年９月に設

立された認可法人であり、「貯金者等の保護及び経営困難組合に係る資金決済の確保

を図ることによって、信用秩序の維持に資する。」という貯金保険法の目的を達成するた

め、同制度を適切に運用すること等を使命としている。 

 

（３） また、当分の間、東日本大震災への対応として、農林中央金庫及び特定農水産業協

同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律（以下

「改正再編強化法」という。）に基づく震災特例組合の優先出資の取得等及び株式会社

東日本大震災事業者再生支援機構法（以下「事業者再生支援機構法」という。）に基づ

く株式会社東日本大震災事業者再生支援機構（以下「事業者再生支援機構」という。）

への出資等の適切な措置を講ずることにより信用秩序の維持に資することとしている。 

 

２．貯金保険機構を取り巻く環境と当面の課題等 

 

（１） 破綻組合の財産状況に応じて貯金保険の保護限度を超える貯金等の一部がカットさ

れる定額保護下において、従来以上に迅速かつ的確な事務処理が求められているほ

か、貯金保険制度の対象となる組合は、一般の金融機関と異なり信用事業以外に経

済、共済事業等も兼業する総合事業体であることに加えて、近年の合併等の進展によ

る組合規模の拡大が、破綻時の地域経済に与える影響とともに、破綻処理の困難さを

増大させている。 

 

（２） このような状況の下、当機構は、系統金融システムにおける公的セ－フティネットとし

て、貯金者等の保護を図るため、民事再生法を活用したより適切な破綻処理スキーム

を確立していく必要があるほか、万一、組合の破綻が発生した場合の管理人業務を適

切に実施するための態勢整備等に努めるとともに貯金者データ整備の改善に努める必
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要がある。 

 

（３） なお、当機構は定員が２０名弱の小規模組織であり、組合破綻時の管理人業務を遂

行するに当たっては、系統機関等からの応援要員の確保が前提になっていること等か

ら、破綻処理を迅速かつ的確に行うためには、システム対応の更なる充実・強化に加

え、系統機関等の職員を含めた事務処理能力の向上や、系統機関や行政との緊密な

連携が極めて重要な課題となっている。 

 

（４） また、近年、組合の破綻事例は発生していないものの、当機構の使命である、貯金者

等の保護や経営困難組合にかかる資金決済の確保を図り、信用秩序の維持に資する

という公的セーフティネットとしての役割を果たしていくため、他国の例を含めた調査・研

究等を行う必要がある。 

 

（５） 更に、東日本大震災による影響への対応が重要な課題となっている。 

 

 

３．中期業務目標（平成２５～２７年度） 

 

貯金保険機構は、上記の課題等を踏まえた中期的な業務指針として、以下のとおり、平

成２５～２７年度における「中期業務目標」を定めるものとする。 

なお、当該目標期間中に変更すべき事情等が生じた場合には、随時見直しを行うものと

する。 

 

① 経済事業等を含めたより適切な破綻処理スキームを確立するとともに、系統機関等と

の連携を重視した破綻処理態勢の整備・強化に努める。 

 

② 迅速かつ的確な破綻処理に資するため、貯金保険機構における基幹システムの充

実・強化に努める。 

 

③ 貯金等に関するデ－タ整備の向上を図るため、「貯金者疑義データ抽出システム」を

活用した立入検査を着実に行うとともに、「貯金者データ検証事業」を実施し、それら

を踏まえて組合の職員に対する現地説明会等の拡充に努める。 

 

④ 組合の破綻時における事務処理能力の向上等を図るため、当機構職員のみならず、

系統機関職員等の管理人団候補者に対する研修・説明会やシステム処理のシミュレ

ーションテストを含めた実地訓練等に努める。 
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⑤ 貯金保険制度の検討に資するため、海外の諸制度を含めた調査・研究等を行う。 

 

⑥ 貯金保険制度及び貯金保険機構の業務に関する広報に努める。 

 

⑦ 責任準備金見合資産（約３千億円）の安全かつ効率的な運用・管理に努める。 

 

⑧ 東日本大震災に関する改正再編強化法の施行に伴う特例措置に係る機構の業務に

関して、指定支援法人、関係当局等の間で適切に対応する。 

 

⑨ 東日本大震災に関する事業者再生支援機構法の施行に伴う機構の特例業務に関し

て、事業者再生支援機構、関係当局等の間で適切に対応する。 

 

 

４．各年度における業務運営方針 

 

貯金保険機構は、上記の「中期業務目標」及び前年度までの業務実績等を踏まえ、毎

年、当該年度の「業務運営方針」を策定するものとする。 

 


